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(57)【要約】
【課題】　バッテリの環境変化に伴いバッテリに異常が
発生した場合に、ユーザがバッテリの異常を把握するこ
とができる技術を提供する。
【解決手段】　携帯端末は、バッテリから電力によって
動作してもよい。携帯端末は、前記携帯端末が受けた環
境変化を検知する検知部と、前記バッテリの温度と、前
記バッテリに充電可能な容量を表す充電可能容量とのう
ちの少なくとも一方に関する情報を取得する取得部と、
前記検知部によって前記環境変化が検知された場合に、
前記取得部によって取得された前記情報に基づいて、前
記バッテリに異常が発生したか否かを判定する判定部と
、前記判定部によって前記バッテリに異常が発生したと
判定された場合に、前記バッテリの異常を報知する報知
部と、を備えてもよい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリの電力によって動作する携帯端末であって、
　前記携帯端末が受けた環境変化を検知する検知部と、
　前記バッテリの温度と、前記バッテリに充電可能な容量を表す充電可能容量とのうちの
少なくとも一方に関する情報を取得する取得部と、
　前記検知部によって前記環境変化が検知された場合に、前記取得部によって取得された
前記情報に基づいて、前記バッテリに異常が発生したか否かを判定する判定部と、
　前記判定部によって前記バッテリに異常が発生したと判定された場合に、前記バッテリ
に異常が発生したことを報知する報知部と、を備える、携帯端末。
【請求項２】
　前記検知部は、前記携帯端末が衝撃を受けたことを検知する衝撃検知部を含む、請求項
１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記取得部は、前記バッテリの前記温度に関する前記情報を取得し、
　前記判定部は、前記情報に基づいて、前記温度が第１期間で基準温度以上上昇した場合
に、前記バッテリに異常が発生したと判定する、請求項１または２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記取得部は、前記充電可能容量に関する前記情報を取得し、
　前記判定部は、前記情報に基づいて、前記充電可能容量が第２期間で基準容量以上低下
した場合に、前記バッテリに異常が発生したと判定する、請求項１から３のいずれか一項
に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記検知部が前記環境変化を検知した場合に、前記携帯端末をスリープモードから通常
モードに切り替える指令部をさらに備え、
　前記取得部は、前記携帯端末が前記通常モードで動作する状態で、前記バッテリの前記
温度と、前記充電可能容量とのうちの少なくとも一方の情報を取得する、請求項１から４
のいずれか一項に記載の携帯端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示する技術は、携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、可搬型の携帯端末が開示されている。携帯端末には、電力を供給する
ためのバッテリと、制御部と、が備えられる。制御部は、例えば、落下等によりバッテリ
に所定値以上の衝撃が加わった場合に、以後、バッテリの充電容量を満充電容量より小さ
い許容充電容量に制限するとともに、以後の充電可能回数を所定回数に制限する。これに
より、特許文献１の技術は、バッテリの破損等の異常に伴い発生するバッテリの発火等の
事故の抑制を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３０００３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　バッテリに所定値以上の衝撃が加わっていない場合であっても、衝撃を受けたバッテリ
の箇所によっては、バッテリに破損等の異常が発生することがある。特許文献１の携帯端
末では、バッテリに加わった衝撃によってバッテリに破損等の異常が発生していたとして
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も、バッテリに所定値以上の衝撃が加わっていない場合には、バッテリの充電容量と充電
可能回数が制限されない。このため、ユーザは、バッテリに異常が発生していることを知
らず、異常が発生しているバッテリを継続して使用してしまう可能性がある。この結果、
バッテリに発生した異常に伴い、バッテリの発火等の事故が発生するおそれがある。
【０００５】
　本明細書では、環境変化に伴いバッテリに異常が発生した場合に、ユーザがバッテリの
異常を適切に把握することができる技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書が開示する携帯端末は、バッテリの電力によって動作する。携帯端末は、前記
携帯端末が受けた環境変化を検知する検知部と、前記バッテリの温度と、前記バッテリに
充電可能な容量を表す充電可能容量とのうちの少なくとも一方に関する情報を取得する取
得部と、前記検知部によって前記環境変化が検知された場合に、前記取得部によって取得
された前記情報に基づいて、前記バッテリに異常が発生したか否かを判定する判定部と、
前記判定部によって前記バッテリに異常が発生したと判定された場合に、前記バッテリに
異常が発生したことを報知する報知部と、を備える。
【０００７】
　この構成によると、携帯端末が受けた環境変化が検知部によって検知されると、取得部
によって取得されたバッテリの情報に基づいて、バッテリに異常が発生したか否かが判定
部によって判定される。バッテリに異常が発生した場合に、その旨が報知部によって報知
される。すなわち、上記の構成によると、携帯端末が環境変化を受けたことをトリガとし
て、バッテリの情報に基づいて、バッテリに異常が発生したか否かが判定される。このた
め、携帯端末のユーザは、携帯端末が環境変化を受けたことに起因してバッテリに異常が
発生していることを適切に把握することができる。
【０００８】
　また、前記検知部は、前記携帯端末が衝撃を受けたことを検知する衝撃検知部を含んで
もよい。
【０００９】
　バッテリに異常が発生する主な要因の１つに、携帯端末が地面等に衝突することにより
バッテリが衝撃を受けること（例えば落下）が挙げられる。上記の構成によると、検知部
は携帯端末が受けた衝撃を検知する衝撃検知部を含んでいるので、バッテリが衝撃を受け
たことを検知部によって検知することができる。このため、上記の構成によると、ユーザ
は、携帯端末が衝撃を受けたことに起因してバッテリに異常が発生したか否かを適切に把
握することができる。
【００１０】
　また、前記取得部は、前記バッテリの前記温度に関する前記情報を取得してもよく、前
記判定部は、前記情報に基づいて、前記温度が第１期間で基準温度以上上昇した場合に、
前記バッテリに異常が発生したと判定してもよい。
【００１１】
　バッテリに異常が発生した場合、バッテリが比較的短期間で異常な発熱をすることがあ
る。上記の構成によると、取得部によって取得された温度が第１期間で基準温度以上上昇
した場合に、バッテリに異常が発生したと判定される。ここで、バッテリに異常が発生し
ていない状態で、ユーザが高消費電力となる携帯端末の機能を使用した場合であっても、
第１期間で基準温度以上のバッテリの温度上昇が発生することはないが、バッテリに異常
が発生している場合、ユーザが携帯端末を通常通り使用すると、第１期間で基準温度以上
のバッテリの温度上昇が発生する。従って、上記の構成では、第１期間で基準温度以上の
バッテリの温度上昇が発生したか否か（即ち、バッテリが異常な発熱をしたか否か）を監
視することによって、バッテリの異常の発生の有無を判定することができる。これにより
、ユーザは、バッテリに異常が発生していることを適切に把握することができる。
【００１２】
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　前記取得部は、前記充電可能容量に関する前記情報を取得してもよく、前記判定部は、
前記情報に基づいて、前記充電可能容量が第２期間で基準容量以上低下した場合に、前記
バッテリに異常が発生したと判定してもよい。
【００１３】
　バッテリに異常が発生した場合、例えば、バッテリに破損が発生した場合、バッテリの
充電可能容量が異常な低下をすることがある。上記の構成によると、充電可能容量が第２
期間で基準容量以上低下した場合に、バッテリに異常が発生したと判定される。ここで、
バッテリに異常が発生していない状態で、ユーザが高消費電力となる携帯端末の機能を使
用した場合やバッテリを充電する場合であっても、第２期間で基準容量以上の充電可能容
量の容量低下が発生することはないが、バッテリに異常が発生している場合、ユーザが携
帯端末を通常通り使用すると、第２期間で基準容量以上の充電可能容量の容量低下が発生
する。従って、上記の構成では、第２期間で基準容量以上の充電可能容量の容量低下が発
生したか否か（即ち、バッテリの充電可能容量が異常な低下をしたか否か）を監視するこ
とによって、バッテリの異常の発生の有無を判定することができる。これにより、ユーザ
は、バッテリに異常が発生していることを適切に把握することができる。
【００１４】
　前記検知部が前記環境変化を検知した場合に、前記携帯端末をスリープモードから通常
モードに切り替える指令部をさらに備えてもよく、前記取得部は、前記携帯端末が前記通
常モードで動作する状態で、前記バッテリの前記温度と前記充電可能容量とのうちの少な
くとも一方の情報を取得してもよい。
【００１５】
　一般的に、スリープモードでは、通常モードに比べて消費電力が少ない。一方で、携帯
端末がスリープモードで動作するとき、携帯端末の一部の機能の動作が制限される。この
ような場合、携帯端末がスリープモードで動作する場合、仮に検知部によって環境変化が
検知された場合でも、環境変化に伴いバッテリに異常が発生したか否かを判定できない。
上記の構成によると、検知部によって環境変化が検知された場合、指令部は、携帯端末を
スリープモードから通常モードに切り替える。取得部は、携帯端末が通常モードで動作す
る状態で、バッテリの情報を取得する。携帯端末が環境変化を受けた場合に、バッテリに
異常が発生したか否かを適切に判定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施例の携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施例の異常判定処理を示すフローチャートである。
【図３】第２実施例の異常判定処理を示すフローチャートである。
【図４】第３実施例の異常判定処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（第１実施例）
　図１を参照して、第１実施例の携帯端末１０を説明する。携帯端末１０は、情報コード
の読み取り、ＲＦ（Radio Frequency）タグの読み書き等、様々な機能を実行可能な端末
装置である。本実施例では、携帯端末１０は可搬型の端末装置である。図１に示すように
、携帯端末１０は、端末本体１２と、バッテリ１４と、を備える。端末本体１２は、情報
コード読取部２０と、ＲＦ通信部２２と、表示部２４と、操作部２６と、外部インターフ
ェイス２８と、検知部３０と、メモリ３２と、照明部３４と、スピーカー３６と、通信イ
ンターフェイス３８と、電源部４０と、制御部４２と、を備える。以下では、インターフ
ェイスのことをＩ／Ｆと呼ぶ。
【００１８】
　情報コード読取部２０は、情報コード（図示しない）を光学的に読み取ることができる
公知の読み取り部である。情報コード読取部２０は、公知の撮像部を備え、撮像部が撮影
した画像に基づいて、例えば、一次元コードや二次元コード等の情報コードを読み取るこ
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とができる。
【００１９】
　ＲＦ通信部２２は、所定の通信範囲内（例えば半径５ｍ圏内）に存在するＲＦタグ（図
示しない）との間で電波を媒介とする無線通信（ＲＦ通信）を実行するための通信部であ
る。本実施例のＲＦ通信部２２は、公知のＲＦ通信モジュールであり、図示しない送信回
路と受信回路とアンテナとを備える。
【００２０】
　表示部２４は、様々な情報を表示するためのディスプレイである。例えば、表示部２４
は、情報コード読取部２０によって読み取られた情報コードに関する情報を含む様々な情
報を表示することができる。表示部２４は、例えば、液晶表示器である。また、表示部２
４は、タッチパネル式のディスプレイであってもよい。
【００２１】
　操作部２６は、複数のキーを備える。ユーザは、複数のキーを操作することによって、
さまざまな指示を携帯端末１０に入力することができる。変形例では、表示部２４及び操
作部２６は、両者の機能を併せ持つタッチパネルとして構成されていてもよい。
【００２２】
　外部Ｉ／Ｆ２８は、インターネット等のネットワークに接続されている。制御部４２は
、外部Ｉ／Ｆ２８及びネットワークを介して、図示しない外部機器との間でＷｉ－Ｆｉ方
式に従った無線通信を実行することができる。
【００２３】
　検知部３０は、携帯端末１０が受けた環境変化を検知する。本実施例では、環境変化と
は、携帯端末１０が衝撃を受けたことを意味する。なお、変形例では、環境変化とは、携
帯端末１０が濡れたことであってもよく、携帯端末１０の外気温が急激に変化したことで
あってもよい。本実施例では、検知部３０は、携帯端末１０の加速度を検知する。検知部
３０は、例えば、三軸加速度センサである。三軸加速度センサは、圧電型センサ、静電容
量型センサやピエゾ抵抗型センサ等の種々のセンサから選択される。検知部３０は、通常
時、重力加速度を検知している。一方で、携帯端末１０が自由落下した場合、落下してい
た携帯端末１０が地面等に衝突した場合や、ユーザが携帯端末１０を壁等にぶつけた場合
等に、検知部３０は、重力加速度と異なる値を検知する。特に、落下していた携帯端末１
０が地面等に衝突した場合やユーザが携帯端末１０を壁等に衝突させた場合では、衝突前
後の加速度の変化量が大きくなる。
【００２４】
　照明部３４は、ＬＥＤ等の照明手段を内蔵しており、例えば、情報コード読取部２０の
撮像部による撮像範囲等、携帯端末１０の周囲を照明可能な部分である。
【００２５】
　スピーカー３６は、様々な音声（例えば様々な報知音、メッセージ音声等）を出力可能
な音声出力部である。
【００２６】
　通信Ｉ／Ｆ３８は、後述するバッテリ１４の管理ＩＣ５０との間で通信を実行するため
のＩ／Ｆである。通信Ｉ／Ｆ３８は、管理ＩＣ５０と通信を実行することによって、管理
ＩＣ５０から情報（例えば、温度取得部５２によって取得されたバッテリ１４の温度に関
する情報や容量取得部５４によって取得されたバッテリ１４の容量に関する情報）を取得
する。
【００２７】
　電源部４０は、後述するバッテリ１４のバッテリセル５６と電気的に接続され、バッテ
リセル５６から端末本体１２に電力を供給するための電力供給部である。
【００２８】
　バッテリ１４は、端末本体１２と一体に設けられている。変形例では、バッテリ１４は
、端末本体１２の所定のバッテリ取付部に着脱可能に取り付けられる構成であってもよい
。バッテリ１４は、管理ＩＣ５０と、バッテリセル５６と、を備える。
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【００２９】
　管理ＩＣ５０は、通信Ｉ／Ｆ３８との間で通信可能である。管理ＩＣ５０は、温度取得
部５２と、容量取得部５４と、を含む。温度取得部５２は、バッテリセル５６を含むバッ
テリ１４の温度に関する情報を常時取得する。温度取得部５２は、例えば、バッテリ１４
の温度に応じて抵抗値が変化するサーミスタである。温度取得部５２は、バッテリセル５
６に近接して配置されている。温度取得部５２によって取得された温度に関する情報は、
管理ＩＣ５０と通信Ｉ／Ｆ３８との間の通信リンクを介して、バッテリ１４から端末本体
１２に受信される。
【００３０】
　容量取得部５４は、バッテリ１４の充電可能容量に関する情報を常時取得する。容量取
得部５４は、例えば、バッテリセル５６に充電される充電容量と、バッテリセル５６から
放電される放電容量を取得する。容量取得部５４によって取得された充電可能容量に関す
る情報は、管理ＩＣ５０と通信Ｉ／Ｆ３８との間の通信リンクを介して、バッテリ１４か
ら端末本体１２に受信される。
【００３１】
　バッテリセル５６は、例えば、リチウムイオンバッテリ等の公知の二次電池である。バ
ッテリセル５６は、電源部４０を介して、制御部４２に電気的に接続されている。バッテ
リセル５６の電力によって、携帯端末１０が動作する。
【００３２】
　制御部４２は、情報コード読取部２０と、ＲＦ通信部２２と、表示部２４と、操作部２
６と、外部Ｉ／Ｆ２８と、検知部３０と、メモリ３２と、照明部３４と、スピーカー３６
と、通信Ｉ／Ｆ３８と、電源部４０と電気的に接続されており、これらの各要素を制御す
ることができる。制御部４２は、メモリ３２に記憶されたプログラムに従って、後述の異
常判定処理（図２参照）を含む様々な処理を実行する。
【００３３】
　また、制御部４２は、携帯端末１０の動作モードを、通常モードとスリープモードとの
間で切り替えることができる。通常モードは、携帯端末１０の全機能を実行可能な動作モ
ードである。スリープモードは、携帯端末１０の消費電力を少なくするためのモードであ
る。スリープモードで動作する間の携帯端末１０の消費電力は、通常モードで動作する間
の携帯端末１０の消費電力よりも小さい。携帯端末１０の動作モードがスリープモードで
ある場合、携帯端末１０の一部の機能の実行が制限される。携帯端末１０の動作モードが
スリープモードである場合、表示部２４の表示が消え、制御部４２に含まれるＣＰＵのク
ロック数が制限される。また、携帯端末１０の動作モードがスリープモードである間、外
部からスリープモードを解除する旨の割り込み信号を受信すると、制御部４２は、ＣＰＵ
のクロック数の制限を解除することによって、スリープモードを解除し、携帯端末１０の
動作モードを通常モードに切り替える（復帰する）。
【００３４】
　また、制御部４２は、検知部３０によって検知された加速度を常時取得している。制御
部４２は、取得した加速度を用いて、単位時間当たりの加速度の変化量（以下、加速度変
化量と呼ぶ）を取得している。制御部４２は、加速度変化量が所定値以上である場合に、
携帯端末１０に環境変化が発生したと判定する。例えば、携帯端末１０が自由落下して地
面等に衝突した場合、制御部４２は、検知部３０によって検知された加速度に基づいて取
得した加速度変化量を基に、携帯端末１０に衝撃が加わったことを判定する。
【００３５】
（異常判定処理；図２）
　続いて、図２を参照して、本実施例の制御部４２が実行する異常判定処理の内容を説明
する。異常判定処理は、携帯端末１０が環境変化を受けたときに（本実施例では、携帯端
末１０が衝撃を受けたときに）、バッテリ１４に異常が発生したか否かをユーザに報知す
るための処理である。異常判定処理は、携帯端末１０の主電源がオンされている場合に実
行される。本実施例では、携帯端末１０が自由落下して地面等に衝突した場合を例に挙げ
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て、異常判定処理を説明する。
【００３６】
　図２のＳ２において、制御部４２は、携帯端末１０が自由落下したか否かを監視する。
具体的には、制御部４２は、検知部３０によって検知される加速度が自由落下を示す変化
をしたかを監視する。例えば、携帯端末１０を携帯するユーザが携帯端末１０を誤って取
り落とすと、携帯端末１０は地面等に向かって自由落下する。この際、検知部３０は、自
由落下を示す加速度変化を検出する。この場合、制御部４２は、Ｓ２でＹＥＳと判断し、
Ｓ４に進む。一方、検知部３０によって検知される加速度が自由落下を示す変化をしてい
ない場合、制御部４２は、Ｓ２でＮＯと判断し、再びＳ２の監視に戻る。
【００３７】
　続くＳ４において、制御部４２は、自由落下の検知後に基準変化量以上の加速度変化量
が検知されたか否かを判断する。基準変化量は、携帯端末１０が環境変化を受けたことを
表す値であり、本実施例では、基準変化量は、携帯端末１０が所定値以上の衝撃を受けた
ことを表す値である。基準変化量は、予め実験等によって特定されており、メモリ３２に
記憶されている。携帯端末１０が自由落下した後で地面等に衝突すると、携帯端末１０に
は急激な衝撃が加わる。この際、検知部３０は、急激な（即ち、基準変化量以上の）加速
度の変化を検知する。この場合、制御部４２は、Ｓ４でＹＥＳと判断してＳ６に進む。一
方、自由落下の検知後に基準変化量未満の加速度変化量が検知された場合（例えば、ユー
ザが地面に衝突する前に携帯端末１０をキャッチした場合、携帯端末１０が布団などの上
に落下したため大きい衝撃が加わらなかった場合等）には、制御部４２は、Ｓ４でＮＯと
判断し、再びＳ２の監視に戻る。
【００３８】
　続くＳ６において、制御部４２は、この時点の携帯端末１０の動作モードがスリープモ
ードであるか否かを判断する。この時点の携帯端末１０の動作モードがスリープモードで
はない場合、制御部４２は、Ｓ６でＮＯと判断し、Ｓ８をスキップしてＳ１６に進む。一
方、この時点の携帯端末１０の動作モードがスリープモードである場合、制御部４２は、
Ｓ６でＹＥＳと判断し、続くＳ８において、スリープモードを解除し、携帯端末１０の動
作モードを通常モードに切り替える。Ｓ８を終えると、制御部４２は、Ｓ１６に進む。
【００３９】
　続くＳ１６において、制御部４２は、バッテリ１４の温度に関する情報を温度取得部５
２から取得し、取得されたバッテリ１４の温度に関する情報に基づいて、この時点のバッ
テリ１４の温度Ｔ１を取得する。
【００４０】
　続くＳ１８において、制御部４２は、Ｓ１６で温度Ｔ１を取得してから第１期間が経過
したか否かを判断する。本実施例では、第１期間は、１０秒であり、予めメモリ３２に記
憶されている。なお、第１期間は、本実施例の１０秒に限られず、例えば、３０秒以下で
あってもよく、６０秒以下であってもよい。Ｓ１６で温度Ｔ１を取得してから第１期間が
経過していない場合、制御部４２は、Ｓ１８でＮＯと判断し、第１期間が経過するまで待
機する。一方、Ｓ１６で温度Ｔ１を取得してから第１期間が経過した場合、制御部４２は
、Ｓ１８でＹＥＳと判断し、続くＳ２０において、バッテリ１４の温度に関する情報を温
度取得部５２から取得し、取得されたバッテリ１４の温度に関する情報に基づいて、この
時点のバッテリ１４の温度Ｔ２を取得する。
【００４１】
　続くＳ２２において、制御部４２は、温度Ｔ２から温度Ｔ１を減算した値が基準温度以
上であるか否かを判断する。基準温度は、予め実験によって特定されている値であり、第
１期間（例えば１０秒）にバッテリ１４の温度がこの温度以上上昇した場合、バッテリ１
４が破損した（即ち、バッテリ１４に異常が発生した）と判断し得る基準となる温度であ
る。本実施例では、基準温度は、３℃であり、メモリ３２に記憶されている。なお、基準
温度は、本実施例の３℃に限られず、２℃以上であってもよい。携帯端末１０に衝撃が加
わったことによってバッテリ１４が破損していた場合、バッテリ１４は比較的短期間で異
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常な発熱（即ち、第１期間に基準温度を超える温度上昇）をする場合が多い。一方、携帯
端末１０に衝撃が加わったことによってバッテリ１４が破損していなければ、仮に、携帯
端末１０の高消費電力の機能が使用されたり、バッテリ１４が充電されたりしたとしても
、バッテリ１４が、短期間で異常な発熱（即ち、第１期間に基準温度を超える温度上昇）
をすることはない。温度Ｔ２から温度Ｔ１を減算した値が基準温度以上である場合（即ち
、バッテリ１４が破損している場合）、制御部４２は、Ｓ２２でＹＥＳと判断し、Ｓ２４
に進む。一方、温度Ｔ２から温度Ｔ１を減算した値が基準温度未満である場合（即ち、バ
ッテリ１４が破損していない場合）、制御部４２は、Ｓ２２でＮＯと判断し、Ｓ２４をス
キップしてＳ２８に進む。
【００４２】
　Ｓ２４において、制御部４２は、異常報知を行う。異常報知は、バッテリ１４が破損し
たことをユーザに報知するための動作である。Ｓ２４で実行される報知動作は、例えば、
表示部２４に所定の報知メッセージを表示させることを含む。変形例では、報知動作は、
スピーカー３６から報知音（例えば、警告音及び報知メッセージ）を出力することであっ
てもよい。Ｓ２４で異常報知が行われることによって、ユーザは、バッテリ１４に異常が
発生したことを把握することができる。バッテリ１４の異常を把握したユーザがこの時点
でバッテリ１４の継続使用を中止すれば、発火等の事故が発生することを未然に抑制する
ことができる。Ｓ２４を終えると、制御部４２は、Ｓ２８に進む。
【００４３】
　Ｓ２８において、制御部４２は、Ｓ１６で取得した温度Ｔ１を、Ｓ２０で取得した温度
Ｔ２に書換える。即ち、Ｓ２０で取得した温度Ｔ２が、新たに温度Ｔ１となる。Ｓ２８の
後、制御部４２は、Ｓ１８からＳ２４までの一連の処理を繰り返す。なお、この場合、Ｓ
１８において、制御部４２は、Ｓ２８が実行されてから第１期間が経過したか否かを判断
する。
【００４４】
　なお、本実施例では、Ｓ１６が実行されてから（即ち、最初にＳ１６で温度Ｔ１が取得
されてから）第１所定期間が経過すると、制御部４２は、図２の異常判定処理を終了する
。第１所定期間は、自由落下による衝撃の検知後の異常判定のためのタイムアウト期間と
言い換えてもよい。本実施例では、第１所定期間は、１時間である。なお、第１所定期間
は、本実施例の１時間に限られず、１時間未満であってもよく、１時間よりも長くてもよ
い。
【００４５】
（作用効果）
　上記の通り、本実施例では、制御部４２は、自由落下後に検知部３０が検知する加速度
変化量が基準変化量以上である場合（図２のＳ４でＹＥＳの場合）に、制御部４２は、温
度取得部５２の第１期間の温度変化を監視し（図２のＳ１６とＳ２０）、温度上昇量（温
度Ｔ２から温度Ｔ１を減算した値）が基準温度以上である場合（図２のＳ２２でＹＥＳの
場合）に、バッテリ１４に異常が発生したと判定し、その旨を報知する異常報知を実行す
る（Ｓ２４）。このように、本実施例では、自由落下検出後の携帯端末１０の加速度変化
量が基準変化量以上であること、即ち、携帯端末１０が落下による衝撃を受けたことをト
リガとして、バッテリ１４の温度に関する情報に基づいて、バッテリ１４に異常が発生し
たか否かが判定される。このため、携帯端末１０が受けた衝撃の大きさに関わらず、ユー
ザは、携帯端末１０が落下による衝撃を受けたことに起因してバッテリ１４に異常が発生
したことを把握することができる。この結果、異常であるバッテリ１４が継続して使用さ
れて、バッテリ１４の発火等の事故が発生することを抑制することができる。
【００４６】
　また、検知部３０は携帯端末１０の加速度を検知することによって、バッテリ１４が衝
撃を受けたことを検知することができる。このため、ユーザは、携帯端末１０が衝撃（具
体的には、落下）を受けたことに起因してバッテリ１４に異常が発生したか否かを適切に
把握することができる。
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【００４７】
　また、制御部４２は、自由落下後に温度変化量（具体的には、温度Ｔ２から温度Ｔ１を
減算した値）を監視し（図２のＳ２２）、その温度変化量が基準温度以上である場合（図
２のＳ２２でＹＥＳ）に、バッテリ１４に異常が発生したと判定する。この結果、ユーザ
は、バッテリ１４に異常が発生していることを適切に把握することができる。
【００４８】
　携帯端末１０の動作モードがスリープモードである場合、異常判定処理が適切に実行さ
れないことがある。本実施例では、制御部４２は、自由落下後に検知部３０が検知する加
速度変化量が基準変化量以上である場合（図２のＳ４でＹＥＳの場合）に、図２のＳ６、
Ｓ８を実行する。この結果、携帯端末１０の動作モードが通常モードとなる。これにより
、制御部４２は、図２のＳ１６とＳ２０において取得した温度Ｔ１、Ｔ２に基づいて、バ
ッテリ１４に異常が発生したか否かを適切に判定することができる。
【００４９】
（対応関係）
　検知部３０と制御部４２の組み合わせが、「衝撃検知部」及び「検知部」の一例である
。温度取得部５２と制御部４２の組み合わせが、「取得部」の一例である。
【００５０】
（第２実施例）
　図３を参照して、第２実施例を説明する。第２実施例では、第１実施例と異なる点を説
明し、第１実施例と同様の点については同様の符号を付して説明を省略する。第２実施例
では、制御部４２が実行する異常判定処理の内容の一部が、第１実施例とは異なる。図３
を参照して、第２実施例の異常判定処理を説明する。第２実施例の異常判定処理では、図
３に示す第１実施例の異常判定処理のうちのＳ１６からＳ２８に代えて、Ｓ１１６からＳ
１２８が実行される。
【００５１】
（異常判定処理；図３）
　図３に示す異常判定処理において、制御部４２は、Ｓ６でＹＥＳの後及びＳ８の後にＳ
１１６を実行する。Ｓ１１６において、制御部４２は、バッテリ１４の充電可能容量に関
する情報を容量取得部５４から取得し、取得されたバッテリ１４の充電可能容量に関する
情報に基づいて、この時点のバッテリ１４の充電可能容量Ｃ１を取得する。バッテリ１４
は、例えば、満充電状態を基準に所定の電圧に降下するまでの放電容量を計測することに
より満充電容量（即ち、充電可能容量）を算出する、公知のバッテリである。
【００５２】
　続くＳ１１８において、制御部４２は、Ｓ１１６で充電可能容量Ｃ１を取得してから第
２期間が経過したか否かを判断する。第２期間は、第１実施例の異常判定処理のＳ１８に
おける第１期間よりも長く設定されている。本実施例では、第２期間は、１時間であり、
メモリ３２に記憶されている。なお、第２期間は、本実施例の１時間に限られず、例えば
、２時間以下であってもよく、２４時間以下であってもよい。Ｓ１１６で充電可能容量Ｃ
１を取得してから第２期間が経過していない場合、制御部４２は、Ｓ１１８でＮＯと判断
し、第２期間が経過するまで待機する。一方、Ｓ１１６で充電可能容量Ｃ１を取得してか
ら第２期間が経過した場合、制御部４２は、Ｓ１１８でＹＥＳと判断し、続くＳ１２０に
おいて、バッテリ１４の充電可能容量に関する情報を容量取得部５４から取得し、取得さ
れたバッテリ１４の充電可能容量に関する情報に基づいて、この時点のバッテリ１４の充
電可能容量Ｃ２を取得する。
【００５３】
　続くＳ１２２において、制御部４２は、充電可能容量Ｃ１から充電可能容量Ｃ２を減算
した値が基準容量以上であるか否かを判断する。基準容量は、予め実験によって特定され
ている値であり、第２期間（例えば１時間）にバッテリ１４の充電可能容量がこの容量以
上減少した場合、バッテリ１４が破損した（即ち、バッテリ１４に異常が発生した）と判
断し得る基準となる容量値である。本実施例では、基準容量は、バッテリ１４の定格容量
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の１０％に当たる容量であり、メモリ３２に記憶されている。なお、基準容量は、本実施
例の値に限られず、バッテリ１４の定格容量の５％以下に当たる容量であってもよい。携
帯端末１０に衝撃が加わったことによってバッテリセル５６が破損していた場合、バッテ
リ１４は、比較的短期間で急激な容量低下（即ち、第２期間に基準容量を超える容量低下
）をする場合が多い。一方、携帯端末１０に衝撃が加わったことによってバッテリ１４が
破損していなければ、仮に、携帯端末１０の高消費電力の機能が使用されたり、バッテリ
１４が充電されたりしたとしても、バッテリ１４が、短期間で急激な容量低下（即ち、第
２期間に基準容量を超える容量低下）をすることはない。充電可能容量Ｃ１から充電可能
容量Ｃ２を減算した値が基準容量以上である場合、（即ち、バッテリ１４が破損している
場合）、制御部４２は、Ｓ１２２でＹＥＳと判断し、Ｓ１２４に進む。一方、充電可能容
量Ｃ１から充電可能容量Ｃ２を減算した値が基準容量未満である場合（即ち、バッテリ１
４が破損していない場合）、制御部４２は、Ｓ１２２でＮＯと判断し、Ｓ１２４をスキッ
プしてＳ１２８に進む。
【００５４】
　Ｓ１２４において、制御部４２は、異常報知を行う。ユーザは、バッテリ１４に異常が
発生したことを把握することができる。バッテリ１４の異常を把握したユーザがこの時点
でバッテリ１４の継続使用を中止すれば、発火等の事故が発生することを未然に抑制する
ことができる。Ｓ１２４を終えると、制御部４２は、Ｓ１２８に進む。
【００５５】
　Ｓ１２８において、制御部４２は、Ｓ１１６で取得した充電可能容量Ｃ１を、Ｓ１２０
で取得した充電可能容量Ｃ２に書換える。即ち、Ｓ２０で取得した充電可能容量Ｃ２が、
新たに充電可能容量Ｃ１となる。Ｓ１２８の後、制御部４２は、Ｓ１１８からＳ１２４ま
での一連の処理を繰り返す。なお、この場合、Ｓ１１８において、制御部４２は、Ｓ１２
８が実行されてから第２期間が経過したか否かを判断する。
【００５６】
　なお、本実施例では、Ｓ１１６が実行されてから（即ち、最初にＳ１１６で充電可能容
量Ｃ１が取得されてから）第２所定期間が経過すると、制御部４２は、図３の異常判定処
理を終了する。本実施例の第２所定期間も、自由落下による衝撃の検知後の異常判定のた
めのタイムアウト期間と言い換えてもよい。第２所定期間は、第１実施例の第１所定期間
よりも長い。本実施例では、第２所定期間は、２４時間であり、メモリ３２に記憶されて
いる。なお、第２所定期間は、本実施例の２４時間に限られず、２４時間未満であっても
よく、２４時間よりも長くてもよい。
【００５７】
（作用効果）
　上記の通り、本実施例では、自由落下後に充電可能容量の変化量（具体的には、充電可
能容量Ｃ１から充電可能容量Ｃ２を減算した値）を監視し（図３のＳ１２２）、その充電
可能容量の変化量が基準容量以上である場合（図３のＳ１２２でＹＥＳの場合）に、バッ
テリ１４に異常が発生したと判定する。この結果、ユーザは、バッテリ１４に異常が発生
していることを適切に把握することができる。
【００５８】
（第３実施例）
　図４を参照して、第３実施例を説明する。第３実施例では、第１実施例または第２実施
例と異なる点を説明し、第１実施例または第２実施例と同様の点については同様の符号を
付して説明を省略する。第３実施例では、制御部４２が実行する異常判定処理の内容の一
部が、第１実施例または第２実施例とは異なる。第３実施例の異常判定処理では、バッテ
リ１４の温度に関する情報を利用した異常判定処理と、バッテリ１４の充電可能容量に関
する情報を利用した異常判定処理を組み合わせたものである。第３実施例の異常判定処理
では、第１実施例の異常判定処理のうちのＳ１６に代えてＳ２１６を実行し、その後、第
１実施例の異常判定処理のＳ１８からＳ２８までの一連の処理と、第２実施例の異常判定
処理のＳ１１８からＳ１２８までの一連の処理を実行する。



(11) JP 2021-106143 A 2021.7.26

10

20

30

40

50

【００５９】
（異常判定処理；図４）
　図４に示す異常判定処理において、制御部４２は、Ｓ６でＹＥＳの後及びＳ８の後にＳ
２１６を実行する。Ｓ２１６において、制御部４２は、バッテリ１４の温度に関する情報
を温度取得部５２から取得し、取得したバッテリ１４の温度に関する情報に基づいて、こ
の時点のバッテリ１４の温度Ｔ１を取得するとともに、バッテリ１４の充電可能容量に関
する情報を容量取得部５４から取得し、取得したバッテリ１４の充電可能容量に関する情
報に基づいて、この時点のバッテリ１４の充電可能容量Ｃ１を取得する。
【００６０】
　続くＳ１８において、制御部４２は、Ｓ２１６で温度Ｔ１を取得してから第１期間が経
過したか否かを判断する。Ｓ２１６で温度Ｔ１を取得してから第１期間が経過した場合、
制御部４２は、Ｓ１８でＹＥＳと判断し、Ｓ２０に進み、その後、Ｓ２０からＳ２８まで
の一連の処理を実行する。一方、Ｓ２１６で温度Ｔ１を取得してから第１期間が経過して
いない場合、制御部４２は、Ｓ１８でＮＯと判断し、Ｓ１１８に進む。
【００６１】
　Ｓ１１８において、制御部４２は、Ｓ２１６で充電可能容量Ｃ１を取得してから第２期
間が経過したか否かを判断する。Ｓ２１６で充電可能容量Ｃ１を取得してから第２期間が
経過していない場合、制御部４２は、Ｓ１１８でＮＯと判断し、再びＳ１８の監視に戻る
。一方、Ｓ２１６で充電可能容量Ｃ１を取得してから第２期間が経過した場合、制御部４
２は、Ｓ１１８でＹＥＳと判断し、Ｓ１２０に進み、Ｓ１２０からＳ１２８までの一連の
処理を実行する。Ｓ１２８を終えると、制御部４２は、再びＳ１８の監視に戻る。
【００６２】
　本実施例の異常判定処理では、Ｓ２１６が実行されてから（即ち、温度Ｔ１及び充電可
能容量Ｃ１が取得されてから）第１所定期間（例えば１時間）が経過すると、制御部４２
は、Ｓ２０からＳ２８までの一連の処理を終了する。即ち、制御部４２は、Ｓ２１６の実
行後に第１所定期間（例えば１時間）が経過すると、それ以後はＳ２０からＳ２８までの
一連の処理を実行しない。その後、Ｓ２１６が実行されてから第２所定期間（例えば２４
時間）が経過すると、制御部４２は、その時点で異常判定処理を終了する。
【００６３】
　上記の通り、本実施例では、自由落下後に、温度変化量（具体的には、温度Ｔ２から温
度Ｔ１を減算した値）及び充電可能容量の変化量（具体的には、充電可能容量Ｃ１から充
電可能容量Ｃ２を減算した値）を監視する（図４のＳ２２及びＳ１２２）。その温度変化
量が基準温度以上である場合（図４のＳ２２でＹＥＳの場合）に、バッテリ１４に異常が
発生したと判定する。また、その充電可能容量の変化量が基準容量以上である場合（図４
のＳ１２２でＹＥＳの場合）に、バッテリ１４に異常が発生したと判定する。これらのた
め、充電可能容量の変化量が基準容量未満の場合であっても、温度変化量が基準温度以上
である場合にバッテリ１４に異常が発生したと判定することができる。また、温度変化量
が基準温度未満である場合であっても、充電可能容量の変化量が基準容量以上である場合
にバッテリ１４に異常が発生したと判定することができる。従って、温度変化量及び充電
可能容量の変化量の両方を監視することによって、バッテリ１４に異常が発生したか否か
を精度良く判定することができる。
【００６４】
　以上、実施例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定する
ものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、
変更したものが含まれる。例えば、以下の変形例を採用してもよい。
【００６５】
（変形例１）　上記の各実施例では、検知部３０は、携帯端末１０が液体によって濡れる
ことを検知する濡れ検知部を含んでいてもよく、携帯端末１０の周囲の外気温の急激な変
化を検知する外気温検知部を含んでいてもよい。本変形例において、携帯端末１０が液体
で濡れたこと、外気温が急激に変化したことも、「環境変化」の一例である。本変形例に
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わせは、「検知部」の一例である。
【００６６】
（変形例２）　上記の各実施例の異常検知処理では、制御部４２は、携帯端末１０が自由
落下することによって携帯端末１０が受ける衝撃を検知すること以外に、例えば、ユーザ
が携帯する携帯端末１０に物体がぶつかることによって携帯端末１０が受ける衝撃を検知
してもよく、また、ユーザが携帯端末１０を壁等にぶつけたことによって携帯端末１０が
受ける衝撃を検知してもよい。
【００６７】
（変形例３）　上記の各実施例の異常検知処理では、Ｓ２４及びＳ１２４において制御部
４２が異常報知した後、制御部４２は、携帯端末１０の主電源をオフに切り替えてもよい
。これにより、携帯端末１０の使用が中止され、発火等の事故が発生することを未然に抑
制することができる。
【００６８】
（変形例４）　上記の各実施例の異常検知処理が実行されている間に、ユーザが携帯端末
１０の主電源をオフに切り替えた場合、制御部４２は、異常検知処理を終了してもよい。
例えば、Ｓ２４及びＳ１２４の異常報知によってバッテリ１４の異常を把握した後に、ユ
ーザが携帯端末１０をオフに切り替えた場合、携帯端末１０の動作を抑えることができ、
発火等の事故が発生することを適切に抑制することができる。
【００６９】
　また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによっ
て技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものでは
ない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり
、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【符号の説明】
【００７０】
１０　　　：携帯端末
１２　　　：端末本体
１４　　　：バッテリ
２０　　　：情報コード読取部
２２　　　：ＲＦ通信部
２４　　　：表示部
２６　　　：操作部
２８　　　：外部Ｉ／Ｆ
３０　　　：検知部
３２　　　：メモリ
３４　　　：照明部
３６　　　：スピーカー
３８　　　：通信Ｉ／Ｆ
４０　　　：電源部
４２　　　：制御部
５０　　　：管理ＩＣ
５２　　　：温度取得部
５４　　　：容量取得部
５６　　　：バッテリセル
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